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２ 18 歳以上の者が放課後等デイサービスと障害福祉サービスとを併

用する場合の取扱いについて 

 

 

○ 平成 22 年 12 月 10 日の障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて

障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律（以下「整備法」という。）の一部の施行に伴

い、児童デイサービスが廃止されるまでの特例措置として、18歳以上の者が児童

デイサービスとその他の障害福祉サービスとを併用する場合には、令第 17 条に

基づき、その他の障害福祉サービスに係る障害者としての負担上限月額が適用さ

れることとしていたところ（平成 23年３月 22日付け事務連絡）。 

 

○ 平成 24年４月１日の整備法の施行に伴い、18歳以上の者が放課後等デイサー

ビスと障害福祉サービスとを併用する場合の負担上限月額については、 

 ・ 平成 24 年３月までに児童デイサービスとその他の障害福祉サービスを併用

していた者については、引き続き、障害者としての負担上限月額が適用される

こと、 

 ・ 平成 24 年４月以降に放課後等デイサービスと障害福祉サービスとの併用を

開始する者については、放課後等デイサービスに係る障害児としての負担上限

月額と、障害福祉サービスに係る障害者としての負担上限月額とがそれぞれ適

用されること 

とする。 
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３ 医療型個別減免について 

 

医療型障害児入所施設及び療養介護（以下「医療型障害児施設等」という。）の利

用者負担の認定の際には以下の取扱いにより負担上限月額を認定する。 

※ 医療型児童発達支援については、医療型個別減免の対象とはならない。 

 

 ＜20歳以上の入所者の場合＞ 

 

（１）【手続き等】 

障害者の申請により、障害者の収入額を市町村等が認定する。（申請がなけれ

ば、医療型個別減免は行わない。） 

＊ 療養介護事業については、実施主体が市町村である。 

 

（２）【対象者】 

 

○ 市町村民税世帯非課税である者（低所得１・２）は、医療型個別減免の対象

とする。 

具体的な基準は以下のとおり。 

 

※ 住民票が入所（入居）前の世帯に残っている場合（配偶者が同一の住民票にある場合

を除く。）であっても、医療型個別減免の対象として差し支えない。なお、配偶者が同一

の住民票にある場合であっても、市町村等において、単身世帯と同様の生活状況にある

と個別に判断した場合においては、住民票が施設等になくても、医療型個別減免の対象

として差し支えない。 

なお、住民票の取扱いについては、住民基本台帳法の趣旨に沿って、適切に取り扱わ

れるものであるので、あらかじめ申し添える。 

 

※ なお、以下の資産については、実際に資産を利用できる状態となった場合に

は、収入認定する。 

ア）将来、現金化された際に収入認定することが可能である保険商品や個人年

金等の一定期間は利用できない状態にある資産 

・ 生命保険料控除、個人年金保険料控除の対象となっている個人年金等 

イ）親等が障害者を受益者として設定する信託財産（具体的には以下のもの） 

・ 相続税法第 21 条の４に規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信

託された相続税法施行令第４条の 10 に規定する財産（いわゆる「特定贈

与信託」） 

・ その他これらに準ずるものとして市町村等が認めたもの 

※ 特定贈与信託に準ずるもの 

個人（親等）を委託者、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者、障害者を受

益者とする他益信託のうち以下の要件を満たすものとする。 
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① 個人（親等）以外の一人の障害者を信託の利益（元本受託権及び収益権）の全部の

受益者とする契約であること。 

② 当該信託契約に基づく障害者に係る信託財産の交付に係る金銭（収益の分配を含

む。）の支払は、当該障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、

その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。  

③ 当該信託契約に基づき信託された財産*の運用は、安定した収益の確保を目的とし

て適正に行うこととされているものであること。  

* 特定贈与信託契約において信託できるものとされた財産と同様の財産とする。  

④ 当該信託契約に、当該契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡

に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあるこ

と。（ただし、遺贈はできる。）  

 

（３）【添付種類等】 

○ 障害者が申請する際に添付する必要のある書類は以下のとおり。市町村等に

おいて必要がないと判断できるものは適宜省略して差し支えない。 

＜収入の状況が分かる書類＞ 

① 本人の収入額が分かるもの 

  ・ 年金証書、振込通知書、手当の証書等 

・ 工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明） 

  ・ 源泉徴収票 

・ 市町村の課税・非課税証明書 

・ 市町村が支給する手当等の額が分かる書類 

・ その他申告の内容により必要と認められる書類 

② 必要経費の額が分かるもの 

・ 市町村の課税・非課税証明書 

・ 国民健康保険の保険料等を納付した証明書等 

③ その他 

・ 市町村等が必要と認める資料 

○ 原則として、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付されてい

ればよいこととする。 

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村等が判断した場合等につい

ては、必要に応じて調査を行うこととする。 

（具体的な調査方法の例） 

・税部局に対する情報の確認 

・申請者の居住する場所から最寄りの主要な金融機関への問い合わせ 
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（４）【減免後の額を計算する際の収入の種類】 

 ○ 療養介護に係る収入額の認定については、収入を２種類に分類することとす

る。 

具体的には、療養介護を受ける日の属する前年（療養介護を受ける日が１月

～６月である場合にあっては、前々年）の収入の合計額を 12 で除した額（端

数については切捨て）をもとに算出する。（年間の収入、前年の収入を把握す

ることが困難な場合は、平均的な月収として市町村等が認める額とする。） 

その際、療養介護のあった月の属する前年（療養介護のあった月が１月～６

月である場合にあっては、前々年）にかかる必要経費を 12 で除した額（端数

については切捨て）を控除した上で算定すること。 

 

ア）負担を取らない収入 

○ 特定目的収入‥国、地方公共団体等から特定の目的に充てるために支給

されるもの 

・ 地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当 

・ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特別

手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する

額 

・ 児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の用

途に充てることとされている金銭 

・ 生活保護法において収入として認定されないこととされている収入 

（心身障害者扶養共済の給付金については、生活保護法において収入と

して認定されないこととされている収入として認定する。） 

○ その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入と 

して市町村が認めた収入 

イ）負担を取る収入  アを除く収入 

ウ）必要経費とするもの 

・ 租税の課税額 

・ 社会保険料（65歳以上の施設入所者については、介護保険料を除く。） 

 

（５）【医療型個別減免の適用に当たっての算定手順】 

 

Ⅰ 負担限度額の算定方法 

 上記（４）のイからウを差し引いた額を 12で除した数（端数については、切

捨て。以下「認定収入額」という。） 

負担限度額（月額）＝認定収入額－その他生活費※ 

 

※ その他生活費の額 

a b以外の者 2.5 万円 

b 障害基礎年金１級受給者、60～64歳の者、65歳以上で療養介護利用者 2.8 万円 
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Ⅱ 各部分ごとの負担上限月額の算出内訳 

  ①食費、②福祉部分の自己負担、③医療部分の自己負担の合計額がⅠで算出

した負担限度額となるよう①→②→③の各部分ごとの順番で負担上限月額を

設定していく。（端数については切捨て） 

 

  注 平成 22 年４月以降は、低所得者（市町村民税非課税世帯に属する者）に

係る福祉部分の負担上限月額は０円になるが、医療型個別減免における食費

負担限度額及び医療部分の負担上限月額の決定に当たっては、従前（平成 22

年３月以前）どおり、いったん福祉部分の利用者負担が発生するものとして

計算することとなる。（最後に、当該計算の過程で算出された福祉部分の負担

上限月額を０円に置き換える。） 

 

① 食費負担限度額 

食費負担限度額（月額）＝食事療養及び生活療養に係る標準負担額×31日 

※ 対象者の健康保険上の標準負担額を確認すること。 

 

② 福祉部分の負担上限月額 

ア 福祉部分の１割負担額と所得区分に応じた福祉部分の従前（平成 22年３

月以前）の負担上限月額を比較し、小さい額を選定する。 

(低所得２であれば、月額単位（＊）×10円×30.4日×0.1 と 24,600円を

比較する。) 

＊ 利用する施設に応じ、平均単位数をあらかじめ設定する。 

 

 

 

 ☆ケース１ ①で算出した食費負担限度額＋②アで選定した福祉部分

の負担上限月額＋その他生活費＞認定収入額となる場合 

 

②イ 福祉部分の負担上限月額 ＝ 認定収入額－（その他生活費＋①） 

 

③ 医療部分の負担上限月額 ＝ ０円 

 

☆ケース２ ①で決定した食費負担限度額＋②アで選定した福祉部分 

の負担上限月額＋その他生活費＜認定収入額となる場合 

 

②’イ 福祉部分の負担上限月額 ＝ ②アで選定した額 
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③’ 医療部分の負担上限月額 

※ 医療部分の１割負担額と所得区分に応じた医療部分の負担上限月額を

比較し、小さい額を選定する。‥‥Ａ 

 

※ 医療部分の１割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定 

 

医療部分の負担上限月額 

＝認定収入額－（その他費用＋①＋②’イ）‥‥Ｂ 

       

もし、Ｂ＞Ａであるならば、Ａの額が医療部分の負担上限月額となる。 

  また、Ａ＞Ｂであるならば、Ｂの額が医療部分の負担上限月額となる。 

 

Ⅲ 各部分ごとの負担上限月額の決定 

Ⅱにより算出された福祉部分の負担上限月額を０円に置き換える。 

その結果、平成 22年４月以降の各部分ごとの負担上限月額は、 

 

  ☆ Ⅱのケース１の場合 

   ① 食費負担限度額（月額）＝食事療養等に係る標準負担額×31 日 

   ② 福祉部分の負担上限月額＝０円 

   ③ 医療部分の負担上限月額＝０円 

 

  ☆ Ⅱのケース２の場合 

   ① 食費負担限度額（月額）＝食事療養等に係る標準負担額×31 日 

   ② 福祉部分の負担上限月額＝０円 

   ③ 医療部分の負担上限月額＝Ⅱの③’により算出した額 

 

○ 受給者証には、決定した食費負担限度額、福祉部分の負担上限月額、医療

部分の負担上限月額を記載する。 

 

○ なお、医療型個別減免によって当初の負担上限月額から引き下げられた額

については、 

・ 医療部分：療養介護医療費 

により給付されることになる。 
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計算例１ 低所得２で負担限度額が 55,000 円 医療費の１割負担 

額 50,000 円で療養介護利用の場合 867単位 

（認定収入額 83,000 円） 

 

① 食費について  

 

低所得２で食事療養費標準負担額 480 円（１日当たり）×31 日＝14,880円 

（※対象者の健康保険上の標準負担額を確認すること。） 

 

② 福祉部分の負担上限月額について 

  

867単位×10円×30.4日×0.1＝26,356円 

上記により計算した金額と福祉部分の従前の負担上限月額 24,600円を比

較し、低い金額を選定。この場合は、24,600円となる。 

 

14,880円＋24,600円＋28,000円＜83,000円 → ケース２ 

   

よって、福祉部分の負担上限月額（計算過程における負担上限月額）は、

24,600 円 

 

③ 医療部分の負担上限月額について 

 

医療費の１割 50,000 円と医療部分の負担上限月額 24,600 円を比較し、

低い金額である 24,600円を選定‥‥Ａ 

83,000円－（28,000円＋14,880 円＋24,600円）＝15,520 円‥Ｂ 

      Ａ＞Ｂのため、15,520 円 

 

   【各部分ごとの負担上限月額の決定】 

福祉部分の負担上限月額             ０円 

（←②で算出した 24,600 円を０円に置き換える。） 

     医療部分の負担上限月額           15,520 円 

     食費負担限度額                   14,880 円 

             計                       30,400 円 となる。 
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計算例２ 低所得１で負担限度額が 41,000 円 医療費の１割負担 

額 50,000 円 療養介護利用の場合 867単位 

（認定収入額 66,000 円） 

 

① 食費について 

 

低所得１で食事療養費標準負担額 480 円（１日当たり）×31 日＝14,880円 

（※対象者の健康保険上の標準負担額を確認すること。） 

 

② 福祉部分の負担上限月額について 

867単位×10 円×30.4日×0.1＝26,356 円 

上記により計算した金額と福祉部分の従前の負担上限月額 15,000円を比較

し、低い金額を選定。この場合は、15,000 円となる。 

 

14,880円＋15,000 円＋25,000円＜66,000円 → ケース２ 

よって、福祉部分の負担上限月額（計算過程における負担上限月額）は、

15,000 円 

 

③ 医療部分の負担上限月額について 

 

医療費の１割 50,000円と医療費負担上限額 15,000円を 

比較し、低い金額である 15,000円を選定‥‥Ａ 

 

66,000円－（25,000円＋14,880円＋15,000円）＝11,120 円‥Ｂ 

     Ａ＞Ｂのため、11,120 円 

 

【各部分ごとの負担上限月額の決定】 

福祉部分の負担上限月額             ０円 

（←②で算出した 15,000 円を０円に置き換える。） 

     医療部分の負担上限月額           11,120 円 

     食費負担限度額                        14,880 円 

             計                    26,000 円 となる。 
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 ＜20歳未満の入所者の場合＞ 

 

（１）【手続き等】 

障害者等の申請により、障害者等の収入を市町村等が認定する。（申請がなけ

れば、医療型個別減免は行わない。） 

なお、18、19歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監護する義

務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区

分を認定して、決定する。 

 

（２）【対象者】 

  すべての所得区分の者が対象 

 

（３）【添付書類等】 

  所得区分の設定の際の【添付書類等】と同様 

 

（４）【医療型個別減免の適用に当たっての算定手順】 

 

Ⅰ 負担限度額の算定方法 

地域で子どもを育てるために通常必要な費用から、その他生活費を差し引い

た額とする。 

負担限度額（月額） 

＝地域で子どもを育てるために通常必要な費用－その他生活費 

 

※ 地域で子どもを育てるために通常必要な費用 

一般２ 79,000円   一般１、低所得１・２ 50,000円  

※ その他生活費の額 

  18・19歳 25,000円   18 歳未満 34,000 円 

 

 

Ⅱ 各部分ごとの負担上限月額の算出内訳 

①福祉部分の自己負担、②医療部分の自己負担、③食費の合計額がⅠで算出

した負担限度額となるよう①→②→③の各部分ごとの順番で限度額を設定し

ていく。（端数については切捨て） 

 

 注１ 平成 22 年４月以降は、低所得者（市町村民税非課税世帯に属する

者）に係る福祉部分の負担上限月額は０円になるが、医療型個別減免

における食費負担限度額及び医療部分の負担上限月額の決定に当た

っては、従前（平成 22年３月以前）どおり、いったん福祉部分の利用

者負担が発生するものとして計算することとなる。（最後に、当該計算

の過程で算出された福祉部分の負担上限月額を０円に置き換える。） 

    注２ 無償化対象児童の場合、利用者の実負担は福祉部分が無償となるが、
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医療型個別減免の決定においても、所得区分に応じた利用者負担上限

月額を決定し、受給者証に無償化対象児童であることを付記すること。 

なお、食費及び医療部分は無償化の対象外。 

 

① 福祉部分の負担上限月額 

福祉部分の１割負担額と所得区分に応じた福祉部分の従前の負担上限月

額を比較し、小さい額を選定する。 

(低所得２であれば、月額単位×10 円×30.4日×0.1と 15,000 円*を比較

する。) 

 

＊ 低所得１・２、一般１の場合も、②以降の算出上 15,000 円（15,000円

を下回る場合は、福祉部分の１割負担額）で計算する。最終的な福祉部分

の負担上限月額は、低所得１・２については０円と、一般１については福

祉部分の１割負担額と 9,300円のいずれか小さい額となる。 

 

②ア 医療部分の負担上限月額 

医療費の１割負担額※と所得区分に応じた医療部分の負担上限月額を

比較し、小さい額を選定する。 

 

※ 医療部分の１割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設

定 

 

 

 

☆ケース１ ①で選定した福祉部分の負担上限月額＋②アで選定した医

療部分の負担上限月額＋その他生活費＞地域で子どもを育て

るために通常必要な費用となる場合 

 

②イ 医療部分の負担上限月額 

＝地域で子どもを育てるために通常必要な費用－（その他生活費＋①） 

 

③ 食費負担限度額（月額） ０円 

 

 

☆ケース２ ①で選定した福祉部分の負担上限月額＋②アで選定した

医療部分の負担上限月額＋その他生活費＜地域で子どもを

育てるために通常必要な費用となる場合 

 

②’イ 医療部分の負担上限月額 ＝ ②ア 

 

③’食費負担限度額（月額） 
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食事療養費標準負担額×31日‥‥Ａ 

地域で子どもを育てるために通常必要な費用－（その他生活費＋①＋②’

イ）‥‥Ｂ 

もし、Ｂ＞Ａであるならば、Ａの額が食費負担限度額となる。 

もし、Ａ＞Ｂであるならば、Ｂの額が食費負担限度額となる。 

 

○ 受給者証には、決定した福祉部分の負担上限月額、医療部分の負担上限

月額、食費負担限度額を記載する。 

 

○ なお、医療型個別減免によって当初の負担上限月額から引き下げられた

額については、 

・ 医療部分：障害児入所医療費※ 

・ 食費：障害児入所医療費※ 

により給付されることになる。 

 

 ※ 療養介護を利用する場合にあっては、「障害児入所医療費」は「療養介護医療 

費」と置き換える。 

  



厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

 

（医療型個別減免） 

 

 

28 

 

 

※計算例１ 17 歳で医療型障害児入所施設に入所 低所得２  

867 単位 医療費の１割負担額 60,000 円 

 

① 福祉部分の負担上限月額について 

867単位×10円×30.4日×0.1＝26,356円 

上記により計算した金額と算出上の負担上限月額 15,000 円を比較し、

低い金額である 15,000円をこの後の計算に用いる。実際の負担金額は、

０円となる。 

 

②ア 医療部分の負担上限月額について 

 医療費の１割 60,000 円と医療部分の負担上限月額 24,600 円を比較し、

低い金額である 24,600円を選定 

15,000 円＋24,600 円＋34,000 円＞50,000円 →ケース１ 

 

②イ 医療部分の負担上限月額について 

50,000 円－（34,000 円＋15,000 円）＝1,000 円 

 

③ 食費負担限度額 ０円 

 

      福祉部分の負担上限月額      ０円 

      医療部分の負担上限月額    1,000 円 

      食費負担限度額            ０円 

計           1,000 円 となる。 
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※計算例２ 17 歳で医療型障害児入所施設に入所 一般２ 146単位 

医療費の１割負担額 60,000 円 

 

① 福祉部分の負担上限月額について 

 146単位×10円×30.4日×0.1＝4,438円 

上記により計算した金額と福祉部分の負担上限月額 37,200 円を比較し、

低い金額である 4,438 円に決定 

 

②ア 医療部分の負担上限月額について

医療費の１割 60,000 円と医療部分の負担上限月額 40,200 円を比較し、

低い金額である 40,200 円を選定 

4,438円＋40,200円＋34,000円＜79,000円 →ケース２ 

 

②’イ 医療部分の負担上限月額 

40,200 円 

 

③’食費負担限度額について 

 

一般２で食事療養標準負担額 780 円（１日当たり）×31 日＝24,180 円

‥‥Ａ 

 

地域で子どもを育てるために通常必要な費用－（その他生活費＋①＋②’

イ）＝79,000 円－（34,000円＋4,438 円＋40,200円）＝362 円‥‥Ｂ 

         

Ａ＞Ｂのため、362 円 

 

福祉部分の負担上限月額     4,438 円 

      医療部分の負担上限月額    40,200 円 

      食費負担限度額           362 円 

計           45,000 円 となる。 

 

 

＜参考 医療型児童発達支援の利用者の場合＞ 

医療型児童発達支援の利用者については、医療型個別減免及び補足給付は適用

されないため、福祉部分と医療部分についての負担上限月額のみ適用される。 

 

※ 食費についても、医療保険制度の適用にならないため、福祉型施設と同様に

生活保護、低所得１・２及び一般１に対する食費の軽減措置が適用される。 
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４ 補足給付の認定について 

 

＜施設入所者の場合＞ 

 

○ 施設入所者（※）の低所得者にかかる食費・光熱水費の実費負担を軽減するた

め補足給付（障害者については特定障害者特別給付費、障害児については特定入

所障害児食費等給付費）を支給する。 

○ 補足給付を支給するに当たっては、支給決定時に 20 歳以上の入所者について

は、手元に一定額が残るよう、補足給付を支給する。また、支給決定時に 20歳未

満の入所者については、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担と

なるように補足給付を支給する。 

 

 年齢については、利用者負担見直し時に確認する。 

 

※ 住民票が入所（入居）前の世帯に残っている場合（配偶者が同一の住民票

にある場合を除く。）であっても、補足給付の対象として差し支えない。なお、

配偶者が同一の住民票にある場合であっても、市町村等において、単身世帯

と同様の生活状況にあると個別に判断した場合においては、住民票が施設等

になくても、補足給付の対象として差し支えない。 

 

Ⅰ 支給決定時に20歳以上の入所者 

 （１）【手続き等】 

   障害者の申請により、障害者の収入額を市町村等が認定する。（負担上限月

額の認定の申請と併せて行う。） 

このため、現在すでに入所している障害者については、申請を出すように周

知することが必要。 

 

（２）【補足給付の対象者】・・・生活保護、低所得（低所得１・２）の者 

                

（３）【添付書類等】 

＜収入の状況が分かる書類＞ 

（所得区分の設定の添付書類で足りる場合はそれにより確認） 

  ① 本人の収入額が分かるもの 

   ・ 年金証書、振込通知書、手当の証書等 

・ 工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明） 

   ・ 源泉徴収票 

・ 市町村の課税・非課税証明書 

   ・ その他申告の内容により必要と認められる書類 

  ② 必要経費の額が分かるもの 

・ 市町村の課税・非課税証明書 
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・ 国民健康保険の保険料等を納付した証明書等 

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村等が判断した場合等につい

ては、必要に応じて調査を行うこととする。 

 

（４）【具体的な認定方法】 

○ 原則として、負担上限月額の認定の申請と併せて行う。 

○ 収入額については、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付さ

れていればよいこととする。（所得区分の設定の際の添付書類を活用する） 

○ 補足給付の算定に係る収入額については、 

障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービスを受ける日

の属する月が１月～６月である場合にあっては、前々年）の収入の合計額を

12 で除した額（端数については切捨て）をもとに算出する。（年間の収入、

前年の収入を把握することが困難な場合は、平均的な月収として市町村等が

認める額とする。） 

   その際、ウの障害福祉サービスのあった月の属する前年（障害福祉サービ

スのあった月が１月～６月である場合にあっては、前々年）にかかる必要経

費を 12で除した額（端数については切捨て。）をイから控除した額をもとに

負担額を算定すること。 

 

   ア）負担を取らない収入 

○ 特定目的収入・・国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため

に支給されるもの 

・ 地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当 

 ・ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療

特別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に

相当する額 

・ 児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外

の用途に充てることとされている金銭 

・ 生活保護法において収入として認定されないこととされている収

入（心身障害者扶養共済の給付金については、生活保護法において

収入として認定されないこととされている収入として認定する。） 

 

※ 地方公共団体又はその長から家賃補助等の施設に入所することによってか

かる費用について補助するものについては、すでに補足給付により施設に入

所することによりかかる食費・光熱水費等について公費が給付されているた

め、特定目的収入としない。 

    

○ その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収

入として市町村が認めた収入 

 

イ）負担を取る収入（アを除く収入） 
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① 就労等収入・・就労により得た収入又は国により稼得能力の補填と

して給付される収入 

      (1) 就労収入 

・ 工賃等の就労により得た収入 

(2) 年金等収入 

      ・ 負担上限月額の区分のうち低所得１の収入額が 80 万円として算

定されるもののうち、②の公的年金等、③その他厚生労働省令で定

める給付と同じ給付 

      ・ 雇用保険による失業等給付、健康保険の傷病手当 

・ その他地方公共団体等が支給するもののうち、公的年金に相当す

るものとして市町村等が判断するもの 

（公的年金に相当するもの） 

・ 外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様の額を地方公共団体

が支給するもの等 

 

     ② その他の収入・・イ①以外（アを除く）のすべての収入 

      ・ 不動産等による家賃収入 

・ 地方公共団体から支給される手当（①に該当しない福祉手当等）。

ただし生活保護法において収入として認定されない額までは認定し

ない。 

      ・ 親等からの仕送り  等 

 

ウ）必要経費とするもの 

・ 租税の課税額 

・ 社会保険料（65歳以上の施設入所者については、介護保険料を除く。） 

 



厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

 

（補足給付） 

 

 

33 

（５）【具体的な計算方法】 

 ○ 補足給付については、日額（※）として額を確定する。 

  ※ グループホーム居住者に対する補足給付は、月額として額を確定するこ

とに注意すること。 

 ○ 算定手順としては、月収をもとに算定した月額の補足給付を 30.4 で除し

て日額を算定（１円未満切り上げ）する。 

 

① 上記イからウを控除した額を 12 で除して得た額（端数については、切捨

て。以下「認定収入額」という。）から 24,000 円までの就労収入額の全額と

24,000 円を超える就労収入額があった場合は超えた額に 30％を乗じて得た

額を除して得た額（以下「控除後認定収入額」という。）が 66,667 円以下の

場合 

 

 ※ その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額） 

a b 及び c以外の者 2.5万円 

b障害基礎年金１級受給者、60歳～64歳の者、65歳以上で施設入所支援に合わ

せ生活介護を利用する者 2.8万円 

c 65歳以上（施設入所支援に合わせ生活介護を利用する者を除く） 3.0万円 

 

   負担限度額（月額）＝控除後認定収入額－その他生活費の額※ 

   補足給付額（月額）＝53,500 円－負担限度額（月額） 

   補足給付額（日額）＝補足給付額（月額）÷30.4（１円未満切り上げ） 

    実際に要した費用が補足給付額を下回る場合は、実際に要した費用を補  

足給付額とする。 

    

 ② 控除後認定収入額が 66,667 円を超える場合 

   負担限度額（月額）＝（66,667 円－その他生活費）＋（控除後認定収入額

－66,667 円）×50％ 

補足給付額（月額）＝53,500円－負担限度額（月額） 

補足給付額（日額）＝補足給付額（月額）÷30.4（１円未満切り上げ） 

実際に要した費用が補足給付額を下回る場合は、実際に要した費用を補足

給付額とする。 

 

  ○ 補足給付については、負担限度額と 53,500 円の差額を補足給付額として

確定し、施設において実際に要した費用が 53,500 円を下回った場合につい

て、補足給付額を減額する取扱いはしない。ただし、実際に要した費用以上

に補足給付を支払うことがないよう、実際に要した費用が補足給付額を下回

る場合は、実際に要した費用まで減額して支払うこととする。 

 

○ 食費等にかかる実費負担額として、補足給付額を算定する際に計算した負

担限度額以上、実費等負担にかかる費用を事業者が利用者から徴収していた
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場合は、補足給付は支給しないことする。 

これは、食費等の実費負担について、低所得者から負担限度額を超える額

の負担を求めないこととする補足給付を設けた趣旨を無にするものである

ため、限度額を超えて徴収することを認めないこととするために設けるもの

である。 

 

  ○ 事業者には、あらかじめ、食費、光熱水費にかかる実費負担として利用者

から徴収する額（補足給付額と実際に実費として徴収する額）を契約書に明

示することを義務付け、事業者はその額を都道府県に届け出ること等により、

事業者が利用者より徴収している負担額について確認することとする。 

 

（６）【補足給付支給に当たっての算定手順】 

○ 具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。 

① 補足給付の対象者であることの認定を行う。 

市町村民税世帯非課税者又は生活保護受給者であることを確認する。 

  ※ 生活保護受給者については、②～④の手続は不要である。 

 

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。 

対象者の年間収入を、Ⅰ－①特定目的収入、Ⅰ－②その他障害福祉サービ

スに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入Ⅱ

－①就労収入、Ⅱ－②年金等収入、Ⅲその他の収入の ５つに分類し、それ

ぞれを 12で割る。（月収の算定。端数については切捨て）年収が不明の場合

は、平均的な月収として考えられる額を認定する。 

必要経費についても、年間分を 12で割る。（端数については切り捨て） 

 

③ 月収から、必要経費を控除する。（認定月収額の算定） 

②で算定した月収のうち、Ⅲその他の収入から必要経費を控除。必要経費の

額がその他の収入より多い場合は、控除した残りの額をⅡ－②年金等収入、

Ⅱ－①就労収入の順に控除。 

※以下、額の算定において、 

・ 就労収入 

・ 年金等収入  

・ その他の収入 

については、それぞれ必要経費控除後の額とする。 

 

 

※以下、額の算定において、 

・ 就労収入 

については、必要経費控除後の額とする。 
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④ 就労収入控除額の算定 

  就労収入控除額は、次の区分により算定した額とする。 

 ア 就労収入が 24,000円以下の場合 

   就労収入の額 

 イ 就労収入が 24,000円を超える場合 

   24,000円＋（就労収入－24,000 円）×30％ 

 

  ⑤ 負担限度額及び補足給付額の算定 

  負担限度額及び補足給付額は、次の区分により算定した額とする。 

ア 認定月収額から就労収入控除額を控除して得た額が 66,667 円以下であ

る場合（ウの場合を除く。） 

・ 負担限度額（月額）＝認定月収額－就労収入控除額－その他生活費の

額 

 （注）計算上の負担限度額が 22,000 円を下回る場合も、当該算定額とす

る（０円を下回る場合は０円）。 

    ・ 補足給付額（月額）＝53,500 円－負担限度額（月額） 

    ・ 補足給付額（日額）＝補足給付額（月額）÷30.4（１円未満切り上げ） 

 

イ 認定月収額から就労収入控除額を控除して得た額が 66,667 円を超える

場合（ウの場合を除く。） 

・ 負担限度額（月額）＝（66,667 円－その他生活費の額）＋（認定月収

額－66,667 円－就労収入控除額）×50％ 

・ 補足給付額（月額）＝53,500 円－負担限度額（月額） 

・ 補足給付額（日額）＝補足給付額（月額）÷30.4（１円未満切り上げ） 

 

   ウ 生活保護受給者の場合 

    ・ 負担限度額（月額）＝０円 

    ・ 補足給付額（月額）＝53,500 円 

・ 補足給付額（日額）＝1,760円 

 

Ⅱ 支給決定時に20歳未満の入所者 

 （１）【手続き等】 

   障害者等の申請により、負担上限月額の所得区分に応じて、市町村等が認定

する。 

このため、現在すでに入所している障害者等については、申請を出すように

周知することが必要。 

なお、18、19 歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監護する義

務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区

分を認定して、決定する。 
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（２）【補足給付の対象者】 

すべての所得区分の者が対象 

 

（３）【具体的な認定方法】 

○ 原則として、負担上限月額の認定の申請と併せて、補足給付の申請を行う。 

○ 負担上限月額に係る所得区分に応じて下記の額を給付。（ただし、実際に

要した費用が補足給付額を下回る場合は、実際に要した費用を補足給付額と

する。） 

○ 補足給付については、負担限度額と 53,500 円の差額を補足給付額として

確定し、施設において実際に要した費用が 53,500 円を下回った場合につい

て、補足給付額を減額する取扱いはしない。ただし、実際に要した費用以上

に補足給付を支払うことがないよう、実際に要した費用が補足給付額を下回

る場合は、実際に要した費用まで減額して支払うこととする。 

 

① 生活保護世帯、低所得（低所得１・２）、一般１ 

補足給付額（月額）＝25,000円*（その他生活費）＋15,000円**（自己負担相当

額）＋53,500 円－50,000 円（地域で子どもを養育するのに通常

要する費用）=43,500円 

補足給付額（日額）＝43,500÷30.4＝1,430.9=1,431円（１円未満切上げ） 

 

② 一般２  

補足給付額（月額）＝25,000 円*＋自己負担額***＋53,500 円－79,000 円（地  

域で子どもを養育するのに通常要する費用（所得階層ごと）） 

補足給付額（日額）＝補足給付額（月額）÷30.4（１円未満切り上げ） 

 
* 18歳未満の場合は、教育費相当分として、25,000 円に 9,000 円加算し、34,000 円とする。 

** 生活保護、低所得（低所得１・２）、一般１の世帯の自己負担相当額は日額単価に 30.4を乗じ

たものの１割と 15,000 円を比べ、いずれか低い額とする。 

*** 自己負担額については、当該利用者に係る単価（各加算を含む。）／日×30.4×0.1により算

出 
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＜グループホーム居住者の場合＞ 

 

○ グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するため補足

給付（特定障害者特別給付費）を支給する。 

○ 補足給付の額は、月１万円（家賃の額が１万円を下回る場合は、当該家賃の額）

とする。 

 

※ 住民票が入居前の世帯に残っている場合（配偶者が同一の住民票にある場

合を除く。）であっても、補足給付の対象として差し支えない。なお、配偶者

が同一の住民票にある場合であっても、市町村において、単身世帯と同様の

生活状況にあると個別に判断した場合においては、住民票が施設等になくて

も、補足給付の対象として差し支えない。 

 

（１）【手続き等】 

障害者の申請により市町村等が認定する。 

このため、平成 23年 10月１日以前にグループホームに居住している障害者

については、申請を出すように周知することが必要。 

 

（２）【補足給付の対象者】・・・生活保護、低所得(低所得１・２)の者 

 

（３）【添付書類等】 

① 利用者（配偶者がいる場合は、配偶者を含む。）の市町村民税の課税状況

等が分かる資料 

・ 市町村の証明書（市町村民税の課税・非課税の状況） 

・ 生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書等 

※ 所得区分の設定の添付書類で足りる場合はそれにより確認 

② グループホームに係る家賃の額の分かるもの 

・ 契約書、事業者の証明書等 

 

※ 申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等については、必要

に応じて調査を行うこととする。 

 

（４）【具体的な認定方法】 

○ 原則として、負担上限月額の認定の申請と併せて行う。 

○ 補足給付の対象者であることの認定を行う。 

市町村民税世帯非課税者又は生活保護受給者であることを確認する。 

○ 補足給付については、月額（※）として額を確定する。 

月額１万円として決定する。ただし、グループホームに係る家賃の月額が

１万円を下回る場合は、当該家賃の額を補足給付の額として決定する。 
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第２．生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置につい

て 

 

※ 平成 18年３月 31 日社援保発第 0331007 号厚生労働省社会・援護局保護課長通

知「障害者自立支援法施行規則第 27 条等の規定が適用される要保護者（境界層

該当者）に対する保護の実施機関における取扱いについて」を参照されたい。 
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第３．高額障害福祉サービス等給付費等について 

１ 支給額 

 （１）世帯における利用者負担額が、高額障害福祉サービス等給付費算定基準額、高額障害児

通所給付費算定基準額又は高額障害児入所給付費算定基準額（３①又は②の額。以下「基準

額」という。）を超える場合に、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費又

は高額障害児入所給付費（以下「高額障害福祉サービス等給付費等」という。）を支給する。
（世帯での負担額が基準額を超えないように支給する。）（注１） 

 

 （２）一人当たりの支給額 

  ・一人当たり支給額 ・・・（利用者負担世帯合算額（世帯全体の２①～⑤の合計額） 

－基準額（３①又は②の額））×支給決定障害者等按分率 
              （端数が生じた場合は世帯での負担額が基準額と同額になるよう、適宜割り振って

端数を処理するものとする。) 

 

  ・支給決定障害者等按分率＝支給決定障害者等利用者負担合算額（一人当たりの２①～⑤の

負担額）／利用者負担世帯合算額 
                    （支給決定障害者等按分率を算定する際には、端数処理しない。） 

                                               

２ 合算の対象とする費用 
  同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービス等によりかかる①～⑤の負担額を合算する。 

 ① 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額 
（介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費） 

② 介護保険の利用者負担額 
（高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除く。） 

ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。 

③ 補装具費に係る利用者負担額 
   ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。 

④ 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額  

⑤ 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 

   

３ 高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額（注２） 

① 市町村民税課税世帯に属する者（一般１・２）・・・37,200円                     

② 市町村民税非課税世帯に属する者（注３）（低所得（低所得１・２）及び生活保護世帯 

・・・０円 

 
 

○ 同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する

観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を負担上限月額まで軽減を図

る。 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改

正する法律（平成 28 年法律第 63号）により追加された「新高額」（高齢障害者の介護保険サ

ービス利用者負担軽減措置）については、別冊「高額障害福祉サービス等給付費等に関する

支給認定について」を参照。 
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（注１） 

18 歳未満の兄弟で障害児入所施設に入所している場合など、障害児入所支援を受ける障害児が同一の

世帯に複数いる場合の利用者負担額については、入所給付決定保護者は一人であることから、当該保護

者について一の障害児入所支援負担上限月額が適用される。（高額障害児入所給付費によって償還が行

われるものではない。障害児通所給付費も同様。） 

また、同一世帯に介護給付費等、障害児通所給付費等又は障害児入所給付費のうち二以上を受けてい

る者がいる場合には、各条項における高額障害福祉サービス等給付費等による償還がなされるものであ

る（いずれかの法律でまとめて償還することはしない。）。この場合に合算の対象とする費用は、各条項

による高額障害福祉サービス等給付費等の償還前の利用者負担額であることに留意されたい。 

医療部分（食事療養に係る標準負担額を含む。）に係る利用者負担額については、高額療養費として償

還されるものであり、高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費による償還の対象とならないこ

とに留意されたい。 

 
 

（注２） 

① 世帯見直し対象者は障害者とその配偶者に係る負担額のみを合算する。ただし、住民票上の同一世

帯に障害児がいる場合は当該障害者を含めて障害児に係る高額障害福祉サービス等給付費等を算定

する。なお、障害児の保護者が障害者である場合は当該障害者及び配偶者のみで障害児に係る高額障

害福祉サービス等給付費等を算定することとする。 

 

② 生活保護への移行予防措置の適用を受け、低所得者（市町村民税非課税世帯に属する者）として

扱われている者については、当該額とする。 

 

③ 高額障害福祉サービス等給付費等の特例については、以上の他に、（１）費用の合計（２（１）②

関係）、（２）障害児の特例がある。それぞれの取扱いについてはＰ37ページ以降を参照のこと。 

 

（注３） 

平成22年４月から、低所得者（市町村民税非課税世帯に属する者）の負担上限月額及び高額障害サー

ビス等給付費算定基準額が０円となることに伴い、低所得者については、特例介護給付費等を受けた場

合にのみ、高額障害福祉サービス等給付費が支給されることとなる。 

なお、詳細については、Ｐ40～Ｐ41ページの２．（１）「② 介護保険サービスとの合算の特例」を参

照のこと。 

 


